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事 前 評 価 調 書（案） 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 交通安全施設等整備事業（自転車歩行者道設置工事） 

地 区 名 一般県道蜂須賀白浜線 

事業箇所 津島市寺野町地内始め 

事業のあ

らまし 

 一般県道蜂須賀白浜線は、あま市蜂須賀を起点とし、津島市の東部地域を南北に貫き津島市白

浜町に至る道路であり、あま地域の東西交通の主要幹線道路である一般県道給父西枇杷島線、主

要地方道あま愛西線、主要地方道名古屋津島線、一般県道津島七宝名古屋線と接続する幹線道路

です。 

 本事業区間は、市立蛭間小学校の通学路であるとともに、沿線に名鉄津島線青塚駅、県立津島

東高校及び市立神守中学校があり、朝夕の通勤、通学の歩行者及び自転車が非常に多いにも関わ

らず、現道には歩道がなく、幅員も狭小であるため、非常に危険な状態におかれています。特に、

小学校の通学路となっていることから、その安全確保が喫緊の課題となっています。 

 そこで、現道を東側に拡幅することによって、片側に幅員 3．5m の自転車歩行者道を設置し、

通学児童及び中高生などの歩行者及び自転車の安全を確保するものです。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

① 危険通学路の解消 

② 中高生などの歩行者・自転車の安全性の確保 

【副次目標】 

 － 

事 業 費 
事業費 内訳 

5.7億円 □工事費 0.6億円、□用補費 4.7億円、□その他 0.4億円 

事業期間 採択予定年度 平成25年度 着工予定年度 平成25年度 完成予定年度 平成29年度 

事業内容 

自転車歩行者道設置工事 延長300ｍ 幅員 11.75ｍ 

土工 1式、排水工 685ｍ、舗装工 3650m2、道路付属物工 1式、函渠工 1式 

幅員構成：東側歩道3.5ｍ、東側路肩0.5m、車道6.0ｍ（3.0×2）、西側路側帯1.75ｍ 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 

 

・自転車歩行者道が設置されていないため、歩行者及び自転車、特に児童の安全が確保され

ておらず、大変危険な状態である。 

判定 

Ａ 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

歩行者及び自転車が多く、かつ、小学校の通学路であるにも関わらず、歩道が整備されてお

らず、歩行者及び自転車の安全を確保するために自転車歩行者道の設置が必要である。 

②
事
業
の
効
果 

1) 貨幣価値

化可能な

効果（費

用対効果

分 析 結

果） 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果）】 

本事業は、局所的な交通安全施設整備事業であり、交通量推計条件に変化の考慮が困難な

事業のため、算定不能とする。 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】 

 － 
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2) 貨幣価値

化困難な

効果 

貨幣価値化困難な効果としては、「事故多発箇所での事故数削減」「交通弱者に対する安全性

向上」「自動車交通量の多い区間における歩行者の安全性の向上」がある。 

また、「貨幣価値化困難な効果 評価基準表」に基づき評価した評価値は0.67です。 

□  MAX3

□
事故危険箇所、緊急事故多発交差点、レッドゾーン区間（死傷事故率が500件／億台キロ以上の区
間）、あんしん歩行エリアなど、交通事故の危険性が非常に高い箇所を含む区間における交通安全対
策事業に該当する

3

□
死傷事故率が200～500件／億台キロの区間（イエローゾーン区間）など、交通事故の危険性が高い区
間における交通安全対策事業に該当する 2

■ 死傷事故率が200億台キロ未満の区間における交通安全性の向上に資する事業に該当する 1

□  MAX3

■
通学路の安全性向上に資する事業又は交通バリアフリー法における特定道路または重点整備地区に
おける事業に該当する 3

□
沿線又は周辺に学校、病院、福祉施設、その他公共・公益施設等が位置する区間における交通安全
対策事業に該当する 2

□ その他交通弱者に対する交通安全性向上が期待できる事業に該当する 1

□  MAX3

□
計画交通量20,000台/日以上の３種道路、または計画交通量10,000台/日の４種道路の歩道等の新
設・拡幅に該当する。 3

■
計画交通量4,000～20,000台/日の３種道路、または計画交通量4,000～10,000台/日の４種道路の歩
道等の新設・拡幅に該当する。 2

□ 計画交通量4,000台/日未満で歩行者利用のある道路における歩道の新設・拡幅に該当する。 1

合計 9 6

9 6

達成目標
（建設部方針）

評価
対象

の判断

貨幣価値化可能な効果　評価基準表

評価項目 基礎点 得点

１
　
安
心
・
安
全

①交通安全
対策の推進

○

a) 事故多発箇所での事故数削減に寄与する

1

b) 交通弱者に対する安全性向上が期待できる

3

c) 自動車交通量の多い区間における歩行者の安全性の向上が期待される

2

総合計

評価値 0.67

※道路・街路事業の事業評価マニュアル（平成25年 3月 愛知県建設部都市整備課・道路維

持課・道路建設課）による 

判定 

Ａ 
A： 十分な事業効果が期待できる。 

B： 十分な事業効果が期待できない。 

【理由】 

「交通弱者に対する安全性向上」 

○通学路における交通安全対策事業で、通学児童の安全が確保される。 

「自動車交通量の多い区間における歩行者の安全性の向上」 

○自動車交通量6,000台/日の3種道路における自転車歩行者道新設工事であり、歩行者等の

安全性の向上が期待できる。 

貨幣価値化困難な効果について、評価値0.67が基準の0.6を超えており、事業効果が期待で

きるため。 

③
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画 事業計画
H25 H26 H27 H28 H29

調査・設計
用地・補償
工事
・自歩道設置

工種
区分

事業費（億円） 5.7  

2) 地元の合

意形成 

地元及び津島市からの歩行者等の安全確保に対する要望の声が強く、地元合意形成が図られ

る環境にある。 

3) 環境への

影響 

本事業による沿線住民や地域に与えるマイナス影響や自然環境に与える負荷はありません。
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判定 

ＡＡ 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

地元からの歩行者等の安全確保に対する要望があるなど、円滑な事業執行環境が整っており、

事業の実効性が期待できる。 

④
事
業
手
法
の
妥
当
性 

1) 代替案の

比較検討

結果 

本事業は、市立蛭間小学校の通学路、名鉄津島線青塚駅、県立津島東高校への通勤、通学路

として活用されている現道の拡幅事業であり、手段の代替性はありません。 

判定 

Ａ 
A： 手段に代替性がなく妥当である。又は、手段には代替性があるが当該手段

が最も妥当である。 

B： 手段には代替性があり、改善の余地がある。 

【理由】 

通学路や生活道路と利用されている区間の現道拡幅の事業であり、手段には代替性がなく妥当で

ある。 

Ⅲ 対応方針（案） 

妥当 
事業実施が妥当である。：上記①～④の評価ですべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 － 

【主な評価内容】 

事故件数、死傷事故率及び事故類型の変化、歩行者(通学路含む)及び自転車の通行の安全性に関する地元の

満足度(アンケート) 

Ⅴ 事業評価監視委員会の意見 

 

 

 

Ⅵ 対応方針 

 

 

 


